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所
介
護
費
、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費
、
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
費
、
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
及
び
介
護
予
防
認
知
症
対

応
型
通
所
介
護
費
に
お
け
る
栄
養
ア
セ
ス
メ
ン
ト
加
算
の
基
準

通
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五
号
の
二
、
第
六
号
、

第
十
一
号
、
第
十
六
号
及
び
第
二
十
号
に
規
定
す
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
該

当
し
な
い
こ
と
。

十
九

通
所
介
護
費
、
地
域
密
着
型
通
所
介
護
費
、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

十
九

通
所
介
護
費
、
地
域
密
着
型
通
所
介
護
費
及
び
認
知
症
対
応
型
通
所
介

費
、
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費
、
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

護
費
に
お
け
る
栄
養
改
善
加
算
の
基
準

シ
ョ
ン
費
及
び
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費
に
お
け
る
栄
養
改
善

加
算
の
基
準

通
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
一
号
、
第
五
号
の
二
、
第
六
号
、
第
十
一
号

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
等
の
数
の
基
準
及
び
看
護
職
員
等
の
員

、
第
十
六
号
及
び
第
二
十
号
に
規
定
す
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い

数
の
基
準
並
び
に
通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示

こ
と
。

第
二
十
七
号
。
以
下
「
通
所
介
護
費
等
算
定
方
法
」
と
い
う
。
）
第
一
号
、

第
五
号
の
二
及
び
第
六
号
に
規
定
す
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ

と
。

十
九
の
二

通
所
介
護
費
、
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
、
認
知
症
対
応
型

十
九
の
二

通
所
介
護
費
、
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
、
特
定
施
設
入
居

通
所
介
護
費
、
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費
及
び
介
護
予
防
認
知
症

者
生
活
介
護
費
、
地
域
密
着
型
通
所
介
護
費
、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費

対
応
型
通
所
介
護
費
に
お
け
る
口
腔
・
栄
養
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
加
算
の
基
準

、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費
、
地

く

う

域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
、
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
費
、
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
、
介
護
予
防
特
定
施
設
入

居
者
生
活
介
護
費
、
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費
、
介
護
予
防
小

規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費
、
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費

に
お
け
る
栄
養
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
加
算
の
基
準

（
削
る
）

通
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五
号
か
ら
第
九
号
ま
で

、
第
十
一
号
、
第
十
六
号
、
第
十
九
号
、
第
二
十
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で

に
規
定
す
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

イ

口
腔
・
栄
養
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
加
算

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ

（
新
設
）

く

う

(Ⅰ)

に
も
適
合
す
る
こ
と
。

⑴

利
用
開
始
時
及
び
利
用
中
六
月
ご
と
に
利
用
者
の
口
腔
の
健
康
状
態

く

う

に
つ
い
て
確
認
を
行
い
、
当
該
利
用
者
の
口
腔
の
健
康
状
態
に
関
す
る

く

う

情
報
（
当
該
利
用
者
の
口
腔
の
健
康
状
態
が
低
下
し
て
い
る
お
そ
れ
の

く

う
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あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
改
善
に
必
要
な
情
報
を
含
む
。
）
を
当

該
利
用
者
を
担
当
す
る
介
護
支
援
専
門
員
に
提
供
し
て
い
る
こ
と
。

⑵

利
用
開
始
時
及
び
利
用
中
六
月
ご
と
に
利
用
者
の
栄
養
状
態
に
つ
い

て
確
認
を
行
い
、
当
該
利
用
者
の
栄
養
状
態
に
関
す
る
情
報
（
当
該
利

用
者
が
低
栄
養
状
態
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
低
栄
養
状
態
の
改
善
に
必

要
な
情
報
を
含
む
。
）
を
当
該
利
用
者
を
担
当
す
る
介
護
支
援
専
門
員

に
提
供
し
て
い
る
こ
と
。

⑶

通
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
一
号
、
第
二
号
、
第
六
号
、
第
十
一
号

及
び
第
二
十
号
に
規
定
す
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

⑷

算
定
日
が
属
す
る
月
が
、
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
こ
と
。

㈠

栄
養
ア
セ
ス
メ
ン
ト
加
算
を
算
定
し
て
い
る
又
は
当
該
利
用
者
が

栄
養
改
善
加
算
の
算
定
に
係
る
栄
養
改
善
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る

間
で
あ
る
若
し
く
は
当
該
栄
養
改
善
サ
ー
ビ
ス
が
終
了
し
た
日
の
属

す
る
月
で
あ
る
こ
と
。

㈡

当
該
利
用
者
が
口
腔
機
能
向
上
加
算
の
算
定
に
係
る
口
腔
機
能
向

く

う

く

う

上
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
間
で
あ
る
又
は
当
該
口
腔
機
能
向
上
サ

く

う

ー
ビ
ス
が
終
了
し
た
日
の
属
す
る
月
で
あ
る
こ
と
。

ロ

口
腔
・
栄
養
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
加
算

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ

（
新
設
）

く

う

(Ⅱ)

か
に
適
合
す
る
こ
と
。

⑴

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。

㈠

イ
⑴
及
び
⑶
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

㈡

算
定
日
が
属
す
る
月
が
、
栄
養
ア
セ
ス
メ
ン
ト
加
算
を
算
定
し
て

い
る
又
は
当
該
利
用
者
が
栄
養
改
善
加
算
の
算
定
に
係
る
栄
養
改
善

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
間
で
あ
る
若
し
く
は
当
該
栄
養
改
善
サ
ー

ビ
ス
が
終
了
し
た
日
の
属
す
る
月
で
あ
る
こ
と
。

㈢

算
定
日
が
属
す
る
月
が
、
当
該
利
用
者
が
口
腔
機
能
向
上
加
算
の

く

う

算
定
に
係
る
口
腔
機
能
向
上
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
間
及
び
当
該

く

う

口
腔
機
能
向
上
サ
ー
ビ
ス
が
終
了
し
た
日
の
属
す
る
月
で
は
な
い
こ

く

う

と
。

⑵

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。
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㈠

イ
⑵
及
び
⑶
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

㈡

算
定
日
が
属
す
る
月
が
、
栄
養
ア
セ
ス
メ
ン
ト
加
算
を
算
定
し
て

い
な
い
、
か
つ
、
当
該
利
用
者
が
栄
養
改
善
加
算
の
算
定
に
係
る
栄

養
改
善
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
間
又
は
当
該
栄
養
改
善
サ
ー
ビ
ス

が
終
了
し
た
日
の
属
す
る
月
で
は
な
い
こ
と
。

㈢

算
定
日
が
属
す
る
月
が
、
当
該
利
用
者
が
口
腔
機
能
向
上
加
算
の

く

う

算
定
に
係
る
口
腔
機
能
向
上
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
間
及
び
当
該

く

う

口
腔
機
能
向
上
サ
ー
ビ
ス
が
終
了
し
た
日
の
属
す
る
月
で
あ
る
こ
と

く

う

。

二
十

通
所
介
護
費
に
お
け
る
口
腔
機
能
向
上
加
算
の
基
準

二
十

通
所
介
護
費
、
地
域
密
着
型
通
所
介
護
費
及
び
認
知
症
対
応
型
通
所
介

く

う

護
費
に
お
け
る
口
腔
機
能
向
上
加
算
の
基
準

く

う

（
削
る
）

通
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
一
号
、
第
五
号
の
二
及
び
第
六
号
に
規
定
す

る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

イ

口
腔
機
能
向
上
加
算

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る

（
新
設
）

く

う

(Ⅰ)

こ
と
。

⑴

言
語
聴
覚
士
、
歯
科
衛
生
士
又
は
看
護
職
員
を
一
名
以
上
配
置
し
て

い
る
こ
と
。

⑵

利
用
者
の
口
腔
機
能
を
利
用
開
始
時
に
把
握
し
、
言
語
聴
覚
士
、
歯

く

う

科
衛
生
士
、
看
護
職
員
、
介
護
職
員
、
生
活
相
談
員
そ
の
他
の
職
種
の

者
が
共
同
し
て
、
利
用
者
ご
と
の
口
腔
機
能
改
善
管
理
指
導
計
画
を
作

く

う

成
し
て
い
る
こ
と
。

⑶

利
用
者
ご
と
の
口
腔
機
能
改
善
管
理
指
導
計
画
に
従
い
言
語
聴
覚
士

く

う

、
歯
科
衛
生
士
又
は
看
護
職
員
が
口
腔
機
能
向
上
サ
ー
ビ
ス
（
指
定
居

く

う

宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
介
護
費
の
注

に
規
定
す

18

る
口
腔
機
能
向
上
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
っ
て
い
る

く

う

と
と
も
に
、
利
用
者
の
口
腔
機
能
を
定
期
的
に
記
録
し
て
い
る
こ
と
。

く

う

⑷

利
用
者
ご
と
の
口
腔
機
能
改
善
管
理
指
導
計
画
の
進
捗
状
況
を
定
期

く

う

的
に
評
価
し
て
い
る
こ
と
。

⑸

通
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も

該
当
し
な
い
こ
と
。

ロ

口
腔
機
能
向
上
加
算

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る

（
新
設
）

く

う

(Ⅱ)


